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山形銀行 IC キャッシュカード特約 
１． （特約の適用範囲） 
（１） ＩＣキャッシュカードとは、ＩＣチップを搭載したキャッシュカード（以下「ＩＣカード」といいます。）のことをいいます。 
（２）   特約   山形銀行        規定  各      規定 一部 構成      同規定 一体   取 扱          
２． （ＩＣ    利用）
（１） ＩＣ    以下 支払機 利用     

① 当行 ＩＣ対応 支払機
② 提携銀行 ＩＣ対応 支払機
③ 上記以外 当行   提携銀行 支払機

（２） ＩＣカードで上記（１）① ② 支払機   払戻 等 行 場合  入力   暗証 届出 暗証  一致 確認      ＩＣ      払戻 等 行   （以下 ＩＣ
認証取引」といいます。）。 

（３）ＩＣカードで上記（１）③ 支払機   払戻 等 行 場合  入力   暗証 届出 暗証  一致 確認      磁気        払戻 等 行   （以下 磁気 
トライプ取引」といいます。）。 

（４） 上記（２）     提携銀行      磁気     取引   場合      
３． （1日    取引限度額）
（１） ＩＣカードによる 1 口座 1 日    取引限度額      振込 現金払戻  合計   現金払戻    提携銀行     振込 現金払戻  合計      当行所定 金

額 範囲内        取引限度額   磁気        取引金額 含          
（２） ＩＣ               各種            代理人    複数   発行口座    各々       取引 合計額  前記（１） 取引限度額 範囲内

とします。 
（３） 取引限度額   現金自動預入支払機   通帳払戻  利用    場合 支払機 利用  通帳   取引金額 含          
（４） 取引限度額 当行所定 方法    当行所定 範囲内 変更          
（５） 磁気                ＩＣ     切替等    種類 切 替  場合 事前  客   個別 変更    取引限度額 引継        必要 応    

   取引限度額 変更       
４． （代理人   ）
 代理人     本特約 適用     山形銀行        規定第７条   取扱    
５． （故障等の対応） 
（１） 前記２．に規定された支払機が故障した場合、またはＩＣチップ機能に障害が発生した場合等において、「ＩＣ認証取引」ができない場合があります。この場合、磁気ストライプが併

載     ＩＣ         磁気        取引                 影響   損害 生    当行 責任 負     
（２） 前項     ＩＣ   機能 障害 発生  場合  当行所定 手続 従        当行 ＩＣ    再発行 申 出      
６． （発行手数料） 
ＩＣ    発行      当行所定 手数料        

（2024 年 4 月 1日現在） 


